
理

由

特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
地
方
競
馬
全
国
協
会

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
地
方
競
馬
主
催
者
が
主
体
と
な
っ
て
運
営
す
る
法
人
と
す
る
と
と
も
に
、
日
本
中
央
競
馬
会
に
つ
い
て
、

広
い
経
験
と
知
識
を
有
す
る
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
意
思
決
定
機
関
を
新
た
に
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


